
安
政
期
常
陸
国
土
浦
町
に
お
け
る
検
地
そ
の
願
末
と
意
義
　
　
　
　
木
塚
久
仁
子

『
亘
o
目
o
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竃
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ひ
§
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エ
o
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芦
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－
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「
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8
馨
穿
o
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旨
ユ
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『
穿
6
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ユ
o
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ユ
o
全
”
目
6
障
出
富
8
目
⇔
巨
ユ
o
の
一
噌
田
6
き
6
6

は
じ
め
に

0
検
地
に
至
る
経
緯

●
検
地
の
実
施

③各
層
の
対
応

お
わ
り
に

［論文
要
旨
］

　常
陸
国
新
治
郡
土
浦
町
は
、
東
崎
町
と
中
城
町
と
い
う
二
つ
の
町
か
ら
成
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
　
　
　
　
い
て
実
務
を
担
当
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

東
崎
町
に
お
い
て
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
行
わ
れ
た
検
地
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
安
政
二
年
、
　
　
　
　
そ
し
て
も
う
一
人
、
内
田
佐
左
衛
門
二
八
〇
六
～
五
八
）
は
東
崎
町
の
問
屋
と
町
年
寄
を
勤
め

土浦
藩
は
藩
財
政
の
窮
乏
に
対
す
る
年
貢
増
徴
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
町
方
の
反
対
を
押
し
き
っ
て
　
　
　
る
家
に
生
ま
れ
た
。
天
保
八
二
八
三
七
）
年
、
土
浦
町
で
起
き
た
持
合
金
に
関
す
る
騒
動
で
小
前

こ
れ
を
断
行
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
の
立
場
で
名
主
ら
と
対
立
し
た
佐
左
衛
門
は
町
役
人
を
罷
免
さ
れ
、
隠
居
後
は
関
東
取
締
出
役

　こ
の
検
地
に
お
い
て
三
人
の
人
物
に
注
目
し
た
。
そ
の
ひ
と
り
色
川
三
中
（
一
八
〇
五
～
五
五
）
　
　
　
の
道
案
内
と
し
て
働
き
、
安
政
二
年
の
検
地
に
お
い
て
は
長
嶋
尉
信
に
協
力
し
も
う
一
人
の
検
地
の

は
中
城
町
の
商
家
に
生
ま
れ
た
。
国
学
研
究
に
い
そ
し
み
、
特
に
度
量
衡
や
田
制
、
古
代
の
枡
の
研
　
　
　
立
役
者
と
な
っ
て
い
く
。

究を
究
め
、
自
ら
が
居
住
す
る
町
の
検
地
が
不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
。
　
　
　
　
　
同
じ
時
期
に
土
浦
町
を
生
き
た
三
人
の
、
検
地
へ
の
対
応
と
論
理
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
と
思
考

　
三中
の
朋
友
で
あ
っ
た
長
嶋
尉
信
（
一
七
八
〇
～
一
八
六
七
）
は
土
浦
藩
領
常
陸
国
新
治
郡
小
田
　
　
　
　
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
内
田
佐
左
衛
門
に
お
い
て
こ
の
検
地
は
、
持
合
金
騒
動
、
関
東
取

村出
身
の
百
姓
で
あ
り
な
が
ら
江
戸
で
測
量
術
や
暦
学
を
学
び
、
田
制
研
究
の
功
績
が
認
め
ら
れ
天
　
　
　
締
出
役
の
道
案
内
に
続
い
て
佐
左
衛
門
が
歴
史
上
登
場
す
る
い
わ
ば
第
三
の
舞
台
で
あ
り
、
土
浦
町

保
十
（
一
八
三
九
）
年
水
戸
藩
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
天
保
十
四
年
に
は
土
浦
藩
に
仕
官
替
え
と
な
　
　
　
　
が
生
ん
だ
顔
役
と
し
て
の
あ
り
方
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

り
、
嘉
永
五
二
八
五
二
）
年
に
は
東
崎
町
分
地
改
御
用
掛
と
し
て
東
崎
・
中
城
両
町
の
検
地
に
お

0
9
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は
じ
め
に
1
研
究
の
趣
旨
と
概
要

　
本
論
で

は
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
常
陸
国
新
治
郡
東
崎
町
で
行
わ
れ
た
検
地

の
事
例

を
紹
介
す
る
。
従
来
の
地
域
史
研
究
の
中
で
こ
の
検
地
は
、
隣
り
合
う
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の

町
の
境
界
の
不
分
明
を
是
正
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
ま
ず
最
初

に
こ
の
検
地
が
財
政
が
窮
乏
す
る
土
浦
藩
の
年
貢
増
徴
政
策
と
し
て
の
性
格
を
も
つ

の

で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　
次
に
こ
の
検
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
関
っ
た
三
人
の
人
物
、
長
嶋
尉
信
、
色
川

三

中
、
内
田
佐
左
衛
門
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
検
地
に
対
す
る
対
応
と
論

理
を
比
較
し
、
検
地
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。
特
に
佐

左
衛
門
に
お
い
て
こ
の
検
地
は
、
天
保
期
持
合
金
騒
動
、
関
東
取
締
出
役
の
道
案
内

と
し
て
の
働
き
に
続
く
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
体
現
さ
れ
る

佐
左
衛

門
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
、
常
総
の
一
都
市
土
浦
の
歴
史
的
位
置
づ
け
と
の

関
り
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

0
検
地
に
至
る
経
緯
－
土
浦
藩
の
論
理

　
（
1
）
検
地
に
到
る
土
浦
藩
の
経
済
状
況

　
戦

国
末
期
、
土
浦
城
は
桜
川
が
い
く
つ
か
に
分
流
し
て
霞
ヶ
浦
に
注
ぐ
河
口
の
微

高
地
を
巧
み
に
利
用
し
て
築
か
れ
た
。
城
の
周
囲
に
広
が
る
沼
や
古
絵
図
に
は
「
深

田
」
と
表
記
さ
れ
る
湿
地
が
天
然
の
要
害
と
な
っ
た
。

　
十
七
世
紀
の
初
頭
、
城
の
東
側
に
水
戸
街
道
が
敷
設
さ
れ
、
こ
の
街
道
に
沿
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

本
論
の

舞
台
と
な
る
東
崎
町
と
中
城
町
と
い
う
ふ
た
つ
の
町
人
町
が
発
達
し
た
。
中

城
・
東
崎
両
町
の
人
口
合
計
は
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
二
二
八
六
人
、
天
明
六
二

七

八
六
）
年
三
九
八
八
人
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
は
五
〇
九
八
人
に
増
加
し

　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て

い

る
。
周
辺
の
農
村
人
口
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
お
ら
ず
、
両
町
の
み
が
労
働
者

を
吸
収
し
て
人
口
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
町
地
も
城
門
の
外
や
霞
ヶ
浦
に

そ
そ
ぐ
船
入
川
に
沿
っ
て
広
が
り
、
新
町
も
造
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
水
戸
街
道
で
つ

な
が
る
隣
村
高
津
村
や
真
鍋
村
が
在
郷
町
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
に
譜
代
大
名
土
屋
氏
が
土
浦
城
に
入
封
す
る
と
、
以
後

明
治
維
新
に
至
る
ま
で
土
屋
氏
に
よ
る
支
配
が
続
い
た
。
土
屋
家
の
所
領
九
万
五
千

石
の

内
、
土
浦
城
を
中
心
と
す
る
常
陸
国
分
は
お
よ
そ
六
万
五
千
石
に
及
び
、
城
下

町
土
浦
は
土
屋
家
に
よ
る
地
方
支
配
の
拠
点
と
し
て
、
ま
た
利
根
川
・
霞
ヶ
浦
に
よ

る
水
運
と
水
戸
街
道
に
よ
る
陸
運
、
双
方
の
要
衝
と
し
て
、
旅
宿
業
、
小
売
業
、
醤

油
醸
造
業
な
ど
に
従
事
に
す
る
家
が
集
住
す
る
マ
チ
と
し
て
発
展
し
て
い
く
。

　
本
論
で
取
り
上
げ
る
安
政
期
の
検
地
を
土
浦
藩
の
財
政
窮
乏
に
対
応
す
る
政
策
の

ひ

と
つ
で
あ
る
と
推
定
し
た
が
、
最
初
に
幕
末
に
お
け
る
土
浦
藩
の
財
政
状
況
に
つ

い
て

概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
土
浦
藩
で
は
既
に
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
に
は
五
万
八
千
両
に
及
ぶ
借
財
を
抱

え
て
お
り
、
倹
約
令
や
藩
士
か
ら
の
俸
禄
の
借
り
上
げ
な
ど
の
努
力
を
行
っ
て
い
る

が
財
政

は
容
易
に
好
転
し
な
か
っ
た
。
五
代
、
六
代
の
藩
主
が
続
い
て
短
命
で
没
し

た
直
後
の
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
、
土
屋
家
は
上
知
に
よ
り
和
泉
、
近
江
、
美
作

国
に
持
っ
て
い
た
二
万
石
を
失
い
、
代
わ
っ
て
陸
奥
、
出
羽
国
に
所
領
を
与
え
ら
れ

た
。
九
万
五
千
石
と
い
う
表
高
こ
そ
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
生
産
性
の
高
い
畿
内
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）

関
西
の
土
地
を
失
い
、
金
納
に
し
て
一
万
五
、
六
百
両
の
減
少
と
な
っ
た
。
こ
れ
に

天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
以
降
、
関
東
地
方
を
中
心
に
広
が
っ
た
飢
鐘
が
重
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
前
後
、
土
屋
家
は
秘
蔵
の
数
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

茶
道
具
類
を
売
り
払
う
と
い
う
苦
肉
の
策
を
も
講
じ
て
い
る
。

　
財
政
難
を
打
開
す
る
た
め
土
浦
藩
は
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
に
儒
者
藤
森
弘
庵

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
藩
士
と
し
て
招
き
、
藩
学
の
促
進
と
農
村
政
策
の
見
直
し
を
担
当
さ
せ
た
。
儒
学

に
お
い
て
実
用
本
位
を
主
眼
と
し
た
弘
庵
は
、
藩
校
郁
文
館
に
お
け
る
最
高
位
の
督

学

と
し
て
藩
士
の
子
弟
の
教
育
に
あ
た
り
つ
つ
、
地
方
支
配
の
中
心
を
担
う
た
め
に

新
設
さ
れ
た
郡
奉
行
の
職
に
つ
き
独
自
の
農
業
論
、
藩
営
産
業
論
の
下
に
政
策
を
展

210



木塚久仁子［安政期常陸国土浦町における検地］

　
　
（
8
）

開
し
た
。
弘
庵
は
農
村
の
復
興
と
共
に
、
陶
磁
器
、
楮
、
漆
、
灯
心
草
な
ど
の
特
産

物
化
に
よ
る
藩
財
政
の
好
転
を
計
画
す
る
が
、
結
局
充
分
な
成
果
を
上
げ
ら
れ
な
い

ま
ま
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
、
十
三
年
余
り
仕
え
た
土
浦
藩
を
辞
し
た
。

　
嘉
永
三

（
一
八
五

〇
）
年
に
は
藩
主
寅
直
が
大
坂
城
代
に
就
任
、
そ
の
後
安
政
五

（
一
八
五

八
）
年
ま
で
九
年
間
の
大
坂
で
の
経
費
も
財
政
を
圧
迫
す
る
要
因
と
な
っ

た
。
土
浦
藩
の
財
政
の
行
き
詰
ま
り
は
年
貢
収
納
以
外
に
経
済
基
盤
を
持
ち
え
な

か
っ
た
中
小
藩
の
例
外
で
は
な
い
。

　
（
2
）
幕
末
の
検
地
ー
水
戸
藩
の
天
保
検
地
と
の
比
較

　

土
地

の
生
産
力
の
変
容
を
把
握
す
る
に
は
検
地
が
最
良
の
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
、

手
間
が
か
か
る
上
、
百
姓
が
嫌
悪
し
て
執
行
が
容
易
で
な
い
。
天
保
十
二
（
一
八
四

一
）
年
、
近
江
で
約
三
十
万
石
分
の
検
地
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
水
野
忠
邦
は
惣
百

姓
一
揆
で
阻
止
さ
れ
「
検
地
十
万
日
延
期
」
と
い
う
結
末
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

　
常
陸
国
水
戸
藩
で
は
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
四
月
か
ら
同
十
三
年
十
一
月
に
か

け
て
全
領
検
地
が
行
わ
れ
た
。
長
野
ひ
ろ
子
氏
は
、
水
戸
藩
の
農
村
荒
廃
と
地
主
的

土
地
所
有
の
展
開
が
農
民
諸
階
層
の
土
地
保
有
の
特
質
i
「
富
者
は
持
分
の
高
少
な

く
し
て
取
実
は
多
く
、
貧
者
は
持
分
の
高
多
く
し
て
実
は
少
な
く
」
ー
を
産
み
出
し
、

農
村
対
策
は
年
貢
率
を
下
げ
る
だ
け
の
対
応
で
は
解
決
し
え
な
い
構
造
と
な
っ
て
お

り
、
特
に
上
層
農
民
の
土
地
保
有
の
特
質
が
藩
に
年
貢
対
象
地
の
全
面
見
直
し
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
検
地
と
い
う
手
段
へ
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
く
さ
せ
た
、
と
分
析
す
る
。

　
検
地
施
行
の

結
果
、
水
戸
藩
の
表
高
三
十
五
万
石
は
高
三
十
一
万
石
（
実
高
）
と

減

る
も
の
の
、
石
代
納
が
倍
増
、
雑
税
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
安
定
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

年
貢
収
納
量
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
百
姓
の
土
地
所
有
の
不
公
平
は
土
浦

藩
領
で
も
直
面
す
る
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
隣
国
水
戸
藩
の
全
領
検
地
の
情

報
が
、
ど
の
よ
う
に
土
浦
藩
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
厳
し

い

財
政
状
況
の
中
、
年
貢
収
量
の
安
定
と
い
う
意
味
で
成
功
し
た
水
戸
藩
の
検
地
を

真
似

た
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　

し
か
し
、
土
浦
藩
の
安
政
期
の
検
地
で
は
全
領
検
地
で
は
な
い
点
に
注
目
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
東
崎
町
、
続
い
て
中
城
町
、
高
津
村
が
安
政
四
年
ま
で
の
間
に
検

　
　
　
（
H
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

地

さ
れ
た
。
続
い
て
中
貫
村
が
縄
打
ち
さ
れ
る
ら
し
い
と
い
う
噂
が
流
れ
た
と
い
う
。

全
領
検
地
で
な
い
上
、
対
象
と
な
っ
た
の
は
領
内
に
あ
る
水
戸
街
道
の
宿
場
と
在
郷

町
の

み
で
あ
る
。

　
（
3
）
長
嶋
二
左
衛
尉
信
（
一
七
八
〇
～
一
八
六
七
）
の
登
用
と
そ
の
検
地
観

　
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
三
月
、
長
嶋
尉
信
は
土
浦
藩
士
と
し
て
土
浦
町
外
西

町
の

役
宅
に
着
任
し
た
。
尉
信
は
土
浦
藩
領
常
陸
国
小
田
村
西
町
の
小
泉
家
の
出
身

で
、
の
ち
に
小
田
村
田
向
の
名
主
長
嶋
家
の
養
子
と
な
り
、
名
主
を
隠
居
し
た
後
に

江
戸

に
遊
学
し
て
算
学
者
普
門
律
師
や
漢
学
者
諸
葛
琴
台
に
つ
い
て
算
法
や
暦
法
、

度
量
衡
な
ど
を
学
ん
だ
。

　
天
保
九

（
一
八
三

八
）
年
十
一
月
、
田
制
に
つ
い
て
記
し
た
著
書
『
田
芹
』
を
水

戸
藩
主
徳
川
斉
昭
に
献
呈
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
天
保
十
（
一
八
三
九
）

年
四
月
、
「
御
土
地
方
御
郡
方
勤
」
と
し
て
水
戸
藩
に
仕
官
す
る
こ
と
に
な
る
。
時

に
尉
信
五
十
九
歳
。
以
前
か
ら
水
戸
藩
士
市
毛
幹
規
、
小
宮
山
楓
軒
ら
と
交
流
が
あ

り
仕
官
は
彼
ら
の
推
挙
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
介
の
百

姓

と
し
て
は
大
抜
擢
で
あ
っ
た
。
水
戸
藩
に
四
年
仕
え
天
保
十
四
年
に
は
土
浦
藩
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

仕
官
替
え
と
な
っ
た
事
情
を
土
浦
藩
の
藩
士
録
「
諸
士
年
譜
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て

い
る
。

　
　
（
前
略
）
地
方
算
術
功
者
二
付
先
年
水
戸
様
へ
御
抱
被
仰
付
同
所
へ
罷
越
居
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
処
、
被
仰
達
候
趣
モ
有
テ
追
々
御
用
弁
茂
相
済
此
度
御
差
戻
相
成
（
後
略
）

充
分
な
資
料
で
は
な
い
が
、
尉
信
は
「
地
方
算
術
功
者
」
と
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

い

わ
ば
技
術
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
異
動
に
つ
い
て
は

斉
昭
と
土
屋
寅
直
と
い
う
、
同
じ
常
陸
国
に
領
地
を
持
ち
姻
戚
で
も
あ
っ
た
二
人
の

藩
主
の
間
の
何
ら
か
の
や
り
と
り
と
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
九
年
の
間
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「格
式
代
官
列
地
方
掛
」
で
あ
っ
た
尉
信
は
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
正
月
、
突
如

「
御
城
御
屋
形
向
御
修
復
御
用
掛
」
に
任
じ
ら
れ
る
。
そ
の
仕
事
も
終
わ
ら
な
い
ま

ま
同
年
三
月
に
「
東
崎
町
分
地
改
御
用
掛
」
を
命
じ
ら
れ
検
地
を
担
当
し
て
い
く
こ

と
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
農
政
学
者
と
し
て
の
尉
信
の
検
地
に
対
す
る
論
理
を
紹
介
し
て
お
き
た

い
。
尉
信
は
小
田
村
の
名
主
で
あ
っ
た
頃
に
百
姓
の
貧
富
の
差
に
直
面
し
、
そ
の
原

因
を
糾
明
し
よ
う
と
自
分
の
住
ん
で
い
る
小
田
村
を
中
心
と
し
て
常
陸
国
の
初
期
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

地

に
つ
い
て
検
証
す
る
作
業
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
成
果
か
ら
尉
信
は
著
書

「
田
芹
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
検
地
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
　
（
前
略
）
古
田
の
利
少
き
ハ
喜
ハ
す
、
甚
し
き
ハ
荒
廃
の
田
と
な
し
、
戸
口
亡

　
　

す
る
者
の
田
と
相
等
し
く
な
る
も
あ
り
、
又
勢
ひ
あ
る
者
は
新
田
或
下
田
の
利

　
　

あ
る
を
ミ
て
力
を
是
に
用
ひ
、
古
田
下
位
た
る
処
却
て
上
田
二
優
る
あ
り
、
（
中

　
　
略
）
貧
な
る
も
の
常
に
不
足
の
恨
ミ
を
抱
く
、
此
ゆ
え
に
村
里
や
や
も
す
れ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
礼
節
を
失
ふ
も
の
、
法
制
に
惇
る
も
の
出
て
来
る
（
後
略
）

力
の
あ
る
百
姓
は
利
益
が
少
な
い
上
に
石
盛
も
年
貢
も
高
い
古
田
を
嫌
い
、
新
田
や

下

田
の
よ
う
に
年
貢
が
低
い
土
地
を
よ
く
耕
し
て
生
産
性
を
上
昇
さ
せ
、
利
益
を
上

げ
て
い
る
。
貧
し
い
も
の
は
生
産
性
が
低
い
割
に
年
貢
の
高
い
田
畑
を
持
つ
こ
と
に

な
る
た
め
よ
り
貧
し
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
お
の
ず
と
礼
節
を
忘
れ
、
法
に
背
く
も
の

が
出
て
く
る
と
尉
信
は
解
釈
す
る
。
尉
信
が
厳
し
い
百
姓
の
実
情
を
的
確
に
表
現
で

き
る
の
は
、
名
主
と
し
て
の
体
験
と
古
検
地
の
分
析
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
知
識
に
よ

る
。
尉
信
は
こ
れ
に
続
い
て
土
地
の
生
産
力
に
応
じ
て
年
貢
を
徴
収
す
る
こ
と
が
肝

要
で

あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
田
畑
の
生
産
力
を
正
確
に
把
握
す
る
検
地
の
や
り
直

し
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
尉
信
は
初
期
検
地
の
石
高
と
そ
れ
以
降
大
き
く
変

化

し
た
一
筆
ご
と
の
生
産
力
と
の
乖
離
が
百
姓
の
租
税
負
担
を
不
公
平
な
も
の
と
し

て
お

り
、
正
当
な
年
貢
負
担
の
基
礎
と
し
て
よ
り
細
か
い
位
付
に
よ
る
検
地
を
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
た
。
尉
信
の
主
張
す
る
検
地
は
、
寛
文
検
地
の
よ
う
に
反
別
や
石

高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
百
姓
の
年
貢
負
担
を
公
平
な

も
の
に
し
相
対
的
に
年
貢
の
緩
和
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
尉
信
が
水
戸
藩
へ
仕
官
し
た
天
保
十
年
の
四
月
は
、
ち
ょ
う
ど
水
戸
藩
が
検
地
条

目
を
公
布
し
て
検
地
に
着
手
し
た
時
期
で
あ
る
。
検
地
を
行
う
と
い
う
点
で
尉
信
の

論
理

と
水
戸
藩
の
論
理
が
一
致
し
た
こ
と
が
仕
官
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と

思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
尉
信
が
迎
え
ら
れ
た
時
に
は
既
に
水
戸
藩
で
の
検
地
の
施
行

は
決
定
し
て
お
り
、
尉
信
は
、
い
わ
ば
水
戸
藩
の
全
領
検
地
の
理
論
武
装
の
一
翼
を

担
う
も
の
で
実
務
に
は
さ
ほ
ど
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
全
領
検
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

間
近
に
見
た
尉
信
は
「
秘
帳
水
戸
御
検
地
御
用
書
留
」
と
し
て
検
地
役
人
や
各
村
高
、

土
地
の
善
し
悪
し
の
判
断
な
ど
に
つ
い
て
綿
密
に
認
め
た
も
の
を
書
き
写
し
て
い
る
。

②
検
地
の
実
施

　
（
1
）
地
詰
検
地
の
目
的
と
経
緯

　
検
地
の

経
過

を
み
て
い
き
た
い
。
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
十
二
月
、
東
崎
町
の

御
米
上
納
小
前
二
百
四
十
余
名
と
永
方
上
納
小
前
百
五
十
余
人
の
連
印
に
よ
っ
て
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

浦
藩
に
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
嘆
願
書
提
出
ま
で
の
経
緯
が
長
々
と
書
か
れ
て
い

る
の
で
、
ま
ず
こ
の
嘆
願
書
の
眼
目
を
文
末
か
ら
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
　
（
前
略
）
向
後
正
路
二
直
し
候
手
段
有
之
間
敷
哉
二
候
へ
ば
、
寛
永
中
　
西
尾

　
　
様
御
代
御
立
被
為
置
候
御
遺
法
二
御
復
し
御
城
廻
明
屋
敷
帳
御
再
製
被
成
下
置
、

　
　
是
迄
之
本
屋
敷
は
格
別
上
中
下
田
畑
居
屋
敷
二
致
住
居
仕
候
も
の
共
之
定
地
御

　
　
改
正
二
而
本
屋
敷
二
被
成
下
度
（
中
略
）
畑
成
之
分
は
畠
二
田
成
は
田
二
御
改

　
　
被
成
下
置
、
紛
レ
相
生
し
不
申
様
二
御
定
被
成
下
置
（
後
略
）

嘆
願
書
に
は
東
崎
町
に
お
い
て
長
い
年
月
を
経
て
生
じ
た
土
地
の
紛
乱
を
改
正
す
る

た
め
に
は
検
地
に
よ
っ
て
新
た
な
土
地
台
帳
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
書
か
れ
、

検
地

を
行
っ
て
欲
し
い
と
結
ば
れ
て
い
る
。
東
崎
町
の
小
前
が
検
地
を
願
い
出
る
形

を
取
っ
て
い
る
が
、
文
書
の
前
半
に
書
か
れ
た
経
緯
に
よ
れ
ば
実
情
は
か
な
り
異
な

る
。

212



木塚久仁子［安政期常陸国土浦町における検地】

　
検
地

に
先
立
ち
、
土
浦
藩
は
帳
簿
類
の
提
出
を
、
東
崎
町
名
主
太
田
甚
五
兵
衛
に

命
じ
た
。
こ
の
結
果
、
土
地
台
帳
の
不
備
が
見
つ
か
っ
た
。

　
　
（
前
略
）
御
物
成
米
永
ノ
割
合
諸
向
失
誤
、
不
引
合
之
次
第
井
名
寄
帳
之
御
高

　
　
反

別
御
水
帳
二
不
引
合
之
次
第
、
御
米
上
納
之
小
前
大
小
弐
百
四
十
余
人
、
永

　
　
方
上
納
之
小
前
同
百
五
十
余
人
、
夫
々
田
高
上
納
之
次
第
不
平
均
之
始
末
（
中

　
　
略
）
田
畝
諸
帳
面
帳
之
様
、
是
迄
姿
二
候
て
は
向
後
正
路
二
直
し
候
手
段
有
之

　
　
間
敷
哉
二
候
へ
ば
、
寛
永
中
　
西
尾
様
御
代
御
立
被
為
置
候
御
遺
法
二
御
復
し
、

　
　
御
城
廻
明
屋
敷
帳
御
再
製
被
成
下
置
、
是
迄
之
本
屋
敷
は
格
別
、
上
中
下
田
畑

　
　
居
屋
敷
二
致
住
居
仕
候
も
の
共
之
定
地
御
改
正
二
而
本
屋
敷
二
被
成
下
度
、
此

　
　
余
之
定
地
は
都
而
新
屋
敷
二
被
成
下
度
、
御
田
地
ハ
本
途
御
改
出
之
内
堤
付
之

　
　
場
二
は
田
畠
成
等
之
変
地
も
有
之
、
諸
御
引
物
は
何
年
よ
り
と
申
儀
も
唯
今
分

　
　
明
不
仕
、
兎
角
紛
乱
之
失
者
相
ま
ぬ
か
れ
難
か
る
べ
く
と
奉
存
候
間
、
乍
恐
向

　
　
後
畠
成
之
分
は
畠
二
、
田
成
は
田
二
御
改
被
成
下
置
、
紛
レ
相
生
し
不
申
様
二

　
　
御
定
被
成
下
置
度
、
且
町
方
御
高
入
二
不
相
成
御
用
地
之
町
並
奥
行
長
短
不
平

　
　
之
場
茂
有
之
、
御
割
合
差
支
候
間
、
夫
々
町
方
之
模
通
宜
敷
こ
か
な
わ
せ
ら
れ

　
　
不
均
無
是
様
二
御
改
正
被
成
下
置
候
バ
バ
後
来
迄
之
御
余
沢
た
る
べ
く
（
後
略
）

土
浦
藩
は
検
地
の
施
行
に
よ
り
町
人
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
「
御
城
廻
明
屋
敷
」

を
郷
地
と
し
て
高
に
組
み
入
れ
、
ま
た
、
田
畑
な
ど
が
屋
敷
地
に
利
用
さ
れ
る
な
ど

し
て
実
際
の
位
付
が
変
更
し
た
変
地
を
正
確
に
把
握
し
、
課
税
対
象
地
の
増
加
を
意

図
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
東
崎
町
の
名
主
は
代
々
大
塚
甚
左
衛
門
家
が
勤
め
て
い
た
が
、
嘉
永
五
年
十
二
月
、

検
地

の

動
き
に
反
対
し
て
甚
左
衛
門
が
代
表
で
検
地
を
免
除
し
て
ほ
し
い
と
の
嘆
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

書

を
出
す
と
土
浦
藩
は
甚
左
衛
門
を
罷
免
し
、
町
年
寄
太
田
甚
五
兵
衛
を
名
主
に
任

命
し
た
。
新
し
い
名
主
の
も
と
土
地
台
帳
の
点
検
が
行
わ
れ
、
土
浦
藩
は
「
御
物
成

米
永
ノ
割
合
諸
向
失
誤
、
不
引
合
之
次
第
」
「
名
寄
帳
之
御
高
反
別
御
水
帳
二
不
引

合
之
次
第
」
「
御
米
上
納
之
小
前
大
小
弐
百
四
十
余
人
、
永
方
上
納
之
小
前
同
百
五

十
余
人
、
夫
々
田
高
上
納
之
次
第
不
平
均
之
始
末
」
な
ど
帳
面
の
不
備
を
指
摘
し
て

き
た
。
元
の
名
主
甚
左
衛
門
は
覚
悟
の
う
え
神
龍
寺
へ
入
っ
て
処
遇
を
待
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
藩
か
ら
逼
塞
と
い
う
処
断
が
下
っ
た
。
元
の
名
主
の
処
罰
と
い
う
土
浦
藩

の

強
い
態
度
に
慌
て
た
東
崎
町
は
「
皆
々
狼
狽
畏
縮
、
始
て
御
政
道
難
有
仕
合
と
奉

敬
服
先
非
後
悔
周
章
仕
、
右
指
上
度
段
奉
申
上
候
歎
願
書
を
御
願
下
け
に
仕
度
」
と

名
主
が
先
に
提
出
し
た
検
地
免
除
の
嘆
願
書
を
取
り
下
げ
た
上
に
、
東
崎
町
と
し
て

検
地

を
願
い
出
た
い
と
全
面
的
に
方
針
を
転
換
し
た
。
こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
、

の

ち
に
詳
述
す
る
色
川
三
中
は
以
下
の
よ
う
に
歎
い
て
い
る
。

　
　
何
事
も
今
様
は
金
を
上
る
事
に
て
も
何
に
て
も
上
よ
り
せ
ま
り
て
下
へ
申
付
て
、

　
　
何
卒
さ
し
上
申
度
と
願
は
せ
て
御
と
り
被
成
候
風
儀
に
な
り
、
世
は
少
し
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　

に
け
し
か
ら
ぬ
様
に
な
り
来
た
り
け
る
物
か
な

こ
う
し
て
表
向
き
に
は
東
崎
町
の
小
前
一
同
か
ら
の
願
い
と
い
う
形
で
検
地
が
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
年
が
改
ま
っ
た
安
政
元
年
四
月
十
九
日
か
ら
測
量
が
始
め
ら

れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
（
2
）
検
地
の
進
行

　
土

浦
藩
の
検
地
掛
と
し
て
は
長
嶋
尉
信
以
下
鈴
木
与
一
、
小
松
崎
弘
助
、
沢
辺
党

　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

之

助
、
塚
本
米
平
ら
四
名
と
中
間
二
名
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
東
崎
町
方
と
し

て

は
新
名
主
太
田
甚
五
兵
衛
、
年
寄
内
田
久
兵
衛
が
検
地
掛
の
宿
を
勤
め
、
「
野
場

先
当
番
」
を
中
嶋
清
兵
衛
、
間
原
平
右
衛
門
、
内
田
佐
左
衛
門
ら
町
役
人
が
担
当
す

る
と
い
う
体
制
が
調
え
ら
れ
た
。

　
検
地

は
開
始
さ
れ
た
も
の
の
有
利
な
土
地
所
有
を
し
て
い
た
高
持
百
姓
ら
と
の
摩

擦

に
よ
り
容
易
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
安
政
元
年
四
月
十
九
日
の
前
谷
原
か
ら
始

ま
っ
た
測
量
は
七
月
十
一
日
か
ら
翌
年
三
月
六
日
の
八
ヶ
月
の
間
中
断
し
て
し
ま
う
。

検
地

を
き
っ
か
け
に
隣
接
す
る
中
城
町
と
東
崎
町
の
地
境
の
修
正
が
問
題
と
な
っ
た

た
め
で
あ
る
。
東
崎
・
中
城
両
町
は
町
家
が
連
続
す
る
水
戸
街
道
沿
い
で
は
桜
橋
が

境
界

と
な
る
も
の
の
、
街
道
か
ら
南
東
側
、
霞
ヶ
浦
に
か
け
て
広
が
る
耕
地
は
東
崎

町

分

と
な
っ
て
お
り
、
両
町
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
天
満
宮
境
内
を
ど
ち
ら
の
持
分
と
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す
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
天
満
宮
境
内
は
毎
年
三
月
に
馬
市
が
開
催
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

最
盛
期
の
取
引
頭
数
は
七
百
頭
に
も
上
っ
た
。
農
耕
馬
を
求
め
る
近
在
の
人
々
で
賑

わ
い
、
馬
小
屋
掛
代
な
ど
の
収
益
が
入
り
大
き
な
利
権
の
か
ら
む
場
所
で
あ
る
。

　
五
月
二
十
六
日
に
は
、
東
崎
町
名
主
太
田
甚
五
兵
衛
が
閉
門
二
十
五
日
、
中
城
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

名
主
入
江
全
兵
衛
が
閉
門
十
九
日
と
処
罰
さ
れ
て
い
る
の
は
天
満
宮
境
内
に
か
か
わ

る
両
町
の
意
見
の
齪
鱈
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
検
地
が
行
い
易
い
よ
う
に
両
町

の
境
界

を
新
た
に
線
引
き
し
た
い
と
い
う
土
浦
藩
の
方
針
に
対
し
て
、
中
城
・
東
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

両

町
か
ら
正
徳
二
年
の
裁
許
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
東
崎
町
分
の
土
地
を
中
城
分
と

し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
十
月
十
一
日
、
中
城
・

東
崎
両
町
の
名
主
が
会
所
へ
呼
び
だ
さ
れ
、
両
町
の
境
界
を
規
定
し
た
御
達
を
言
い

渡
さ
れ
請
書
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。

　
十
一
月
二
日
、
東
崎
町
持
高
筆
頭
で
町
年
寄
、
本
陣
も
勤
め
た
山
口
弥
左
衛
門
は

「
自
分
手
控
と
永
禄
之
絵
図
不
引
合
」
を
理
由
に
請
印
せ
ず
、
屋
敷
地
の
検
地
を
拒

否
し
て
神
龍
寺
へ
入
っ
た
。
寺
院
は
一
種
の
ア
ジ
ー
ル
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
龍

寺
は
山
口
家
の
壇
那
寺
で
も
あ
り
、
先
に
大
塚
甚
五
兵
衛
も
入
寺
し
た
よ
う
に
逃
げ

隠
れ
せ
ず
に
天
命
を
待
つ
と
い
う
意
志
の
現
れ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
直
後
、
弥
左
衛

門
に
対
し
て
土
浦
藩
か
ら
閉
門
の
処
断
が
下
っ
た
。
同
時
に
名
主
太
田
甚
五
兵
衛
も

病
気

を
理
由
に
引
籠
り
、
閉
戸
届
け
を
提
出
し
た
。
藩
が
決
め
た
境
界
を
良
し
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
か
っ
た
の
弥
左
衛
門
家
だ
け
で
な
く
、
東
崎
町
六
町
内
の
灰
屋
番
十
一
人
も
こ
れ

に
反
対
す
る
議
定
書
を
ま
と
め
よ
う
と
動
い
て
い
る
。

　
天

満
宮
境
内
に
関
わ
る
問
題
は
、
十
二
月
に
両
町
の
町
役
人
か
ら
請
書
が
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

れ
て

決
着
が
付
い
た
。
年
の
瀬
も
迫
っ
た
二
十
二
日
に
は
請
書
提
出
に
至
る
ま
で
の

段
取
り
の
悪
さ
が
指
摘
さ
れ
、
名
主
太
田
甚
五
兵
衛
以
下
年
寄
二
名
が
押
込
、
間
原

平
右
衛
門
が
御
叱
、
勘
右
衛
門
、
甚
八
の
二
名
が
手
鎖
、
東
崎
町
六
町
内
の
灰
屋
番

も
御
叱
と
い
う
処
罰
が
下
っ
た
。
処
罰
の
期
間
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
く
そ
の
年
の

大
晦
日
に
は
全
員
が
赦
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
度
重
な
る
町
役
人
の
処
罰
は

検
地
遂
行
の
方
針
を
曲
げ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い
う
土
浦
藩
の
強
い
覚
悟
を
町
に

知
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
検
地

を
さ
れ
る
側
だ
け
で
な
く
検
地
す
る
側
も
混
乱
し
て
い
た
状
況
が
見
ら
れ
る
。

嘉
永
七
年
六
月
一
日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て
「
（
長
嶋
は
）
眼
病
ニ
テ
療
養
中
御
用

　
　
　
　
（
2
9
）

引
願
上
候
事
」
と
検
地
を
一
時
退
い
て
い
る
。
三
中
も
「
御
役
人
の
内
に
て
心
揃
は

ず
、
と
か
く
六
ヶ
敷
な
り
、
そ
こ
へ
所
々
よ
り
投
訴
な
ど
三
、
四
通
あ
り
、
御
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

皆
々
心
々
に
な
り
て
長
嶋
ぬ
し
大
に
迷
惑
の
よ
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
尉
信
率
い
る

土

浦
藩
検
地
掛
の
内
部
に
も
尉
信
の
や
り
方
を
快
し
と
し
な
い
者
も
い
て
紛
糾
し
て

い

る
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
1
）

　
　
今

日
又
検
地
手
前
（
色
川
家
）
間
口
を
は
か
る
、
と
か
く
む
ず
か
し
き
容
也
。

と
い
う
よ
う
に
屋
敷
地
の
検
地
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
容
易
に
進
行
し
な
か
っ
た
。

　
安
政
二

（
一
八
五

五
）
年
三
月
六
日
、
中
断
さ
れ
て
い
た
測
量
は
、
名
主
太
田
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

五
兵
衛
に
代
わ
り
久
根
間
新
三
郎
が
「
老
農
」
と
し
て
野
場
に
出
る
こ
と
と
な
り
、

新
体
制
の
元
で
再
開
さ
れ
た
。

　

し
か
し
三
月
二
十
四
日
、
中
城
町
と
の
替
地
に
か
か
わ
る
問
題
が
勃
発
し
た
。

　
　
東
崎
小
野
や
重
丘
ハ
衛
事
、
先
日
中
城
町
東
崎
地
堺
替
地
の
事
に
付
き
、
長
百
姓

　
　

と
し
て
惣
代
、
替
地
の
儀
は
御
免
被
下
度
嘆
願
出
候
処
、
当
人
事
、
十
四
五
年

　
　
前
博
突
縄
付
に
げ
去
し
か
ど
を
以
御
と
が
め
入
牢
被
仰
付
、
名
主
太
田
甚
五
兵

　
　
衛
も
不
し
ら
べ
の
か
ど
に
て
遠
慮
被
仰
置
候
処
、
名
主
は
今
日
役
と
り
は
な
し
、

　
　

つ

つ

し
み
被
仰
付
、
山
口
弥
左
衛
門
も
年
寄
役
と
り
あ
げ
の
上
つ
つ
し
み
被
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　

付
、
小
野
屋
重
兵
衛
は
追
放
被
仰
付
候

中
城
町
と
の
境
界
に
土
地
を
持
っ
て
い
て
替
地
の
対
象
と
な
っ
た
小
野
屋
重
兵
衛
は

替
地
免
除

を
願
い
出
た
。
し
か
し
、
十
数
年
前
に
博
徒
を
取
り
逃
が
し
た
こ
と
が
今

ご

ろ
に
な
っ
て
持
ち
だ
さ
れ
、
牢
に
つ
な
が
れ
る
身
と
な
っ
た
。
同
時
に
名
主
太
田

甚
五
兵
衛
、
年
寄
山
口
弥
左
衛
門
も
そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
罷
免
さ
れ
た
上
に
謹
慎
処
分
、

結
局
重
兵
衛
は
東
崎
町
か
ら
追
放
と
い
う
重
い
処
断
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
内
容
か
ら

両

町
の
境
界
を
引
く
た
め
に
替
地
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
境
界
を
明
瞭
に
線

引
き
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
替
地
に
小
野
屋
重
兵
衛
は
堂
々
と
免
除
を
願
い
出
て
、
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東崎町石高の推移表1

文禄4 （1595） 寛永7 （1630） 県方集覧 安政2 （1855） 石 盛

反別 石高 反別 石高 反別 石高 反別 石高 寛永 安政

町・反・畝 石

上　　　　田 140．15 16，860 210．29 25，316 419．00 41，900 12 10

中　　　　田 189．14 18，947 400．10 40，033 548．22 43，898 10 8

下　　　　田 1，549．07 108，446 3，563．11 249，436 5，551．12 333，084 7 6

計 1，879．06 144，253 4，174．10 314，758 4，356．00 338，352 6，519．04 418，882

上　　　　畑 150．07 12，019 38．15 3，800 8 8

中　　　　畑 91．06 5，472 545．24 32，748 6 6

下　　　　畑 10．10 0，413 80．29 3，239 454．15 18，180 4 4

計 10．10 0，413 322．12 20，730 22，472 1，038．24 54，728

畑・新屋敷 畑54．06 新屋敷581．00 58，100 10

本　屋　敷 68．02 6，807 118．五2 11，840 375．27 37，590 10 10

計 122．08 6，807 ／18．12 11，840 956．27 95，690

畑　屋敷計 1，995．21 149，698

田畑屋敷合計 1，889．16 144，666 4，196．12 342，322 372，664 8，514．25 568，580

土
浦
藩
の
逆
鱗
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
大
塚
甚
左
衛
門
に
続
い
て
太
田
甚
五
兵
衛
と
い
う
二
人
の
名
主
が
罷
免
さ
れ
、
東

崎
町
の

名
主
は
不
在
の
ま
ま
測
量
が
再
開
さ
れ
た
。
再
び
七
月
三
日
か
ら
十
月
二
十

八
日
の
間
中
断
し
、
十
一
月
一
日
か
ら
は
中
城
町
へ
の
出
張
縄
入
が
開
始
さ
れ
、
十

六

日
に
全
て
の
測
量
が
終
了
し
、
二
十
日
に
は
土
地
改
役
銘
々
の
褒
賞
が
行
わ
れ
た
。

長
嶋
尉
信
の
労
も
次
の
よ
う
に
ね
ぎ
ら
わ
れ
た
。

　
　
東
崎
町
分
地
改
以
来
数
日
心
配
、
数
十
年
紛
乱
之
土
地
探
索
悉
ク
行
届
、
公
平

　
　
二

相
正
候
段
、
出
精
之
次
第
、
後
来
之
亀
鑑
二
茂
相
成
候
間
、
以
別
段
格
式
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
中
小
姓
列
御
宛
行
俵
数
御
直
シ
来
三
十
俵
三
人
フ
チ

御
中
小
姓
列
に
格
上
げ
の
上
、
こ
れ
ま
で
の
七
両
三
人
扶
持
が
俵
数
に
直
さ
れ
た
。

破
格
の

昇
進
で
あ
る
。
ま
た
、
客
観
的
に
藩
士
の
経
歴
を
叙
述
し
て
い
る
藩
士
録
の

記
載

と
し
て
は
目
を
引
く
称
賛
ぶ
り
で
あ
る
。
同
時
に
小
松
崎
弘
助
ら
他
の
藩
士
も

そ
れ
ぞ
れ
褒
賞
さ
れ
た
。

　
続
い
て
内
田
佐
左
衛
門
と
中
嶋
清
兵
衛
の
二
名
が
「
（
前
略
）
土
地
改
之
儀
格
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

出
精
相
働
候
二
付
、
三
斗
五
升
入
俵
五
俵
ヅ
ツ
為
給
米
年
々
被
下
（
後
略
）
」
と
し

て

賞
せ
ら
れ
た
。
町
方
で
は
褒
賞
を
受
け
た
の
は
こ
の
両
名
の
み
で
、
し
か
も
今
後

毎
年
米
五
俵
を
給
付
す
る
と
い
う
厚
遇
ぶ
り
で
あ
る
。
土
浦
藩
が
両
名
の
働
き
を
認

め
、
そ
れ
を
公
け
に
知
ら
し
め
た
形
と
な
っ
た
。

　
安
政
二
年
十
二
月
十
日
に
は
、
土
浦
城
外
丸
の
会
所
で
検
地
帳
の
受
取
り
が
行
わ

れ

た
。
名
主
太
田
甚
五
兵
衛
が
罷
免
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
町
年
寄
間
原
平
右

　
　
（
3
6
）

衛
門
ら
が
受
け
取
っ
た
。

　
（
3
）
検
地
帳
の
完
成
と
そ
の
仕
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
完
成
し
た
「
新
治
郡
東
崎
田
畑
改
正
地
詰
水
帳
」
に
基
づ
き
東
崎
町
の
高
の
推
移

を
表
1
に
ま
と
め
た
。
検
地
に
よ
る
総
村
高
は
五
六
八
石
余
、
内
訳
は
本
高
三
七
二

石
余
、
改
出
が
一
九
五
石
余
で
あ
る
。
天
保
郷
帳
に
お
け
る
東
崎
町
の
総
村
高
は
五

七
一
石
七
斗
一
升
七
合
で
あ
り
、
検
地
後
の
高
は
三
石
一
斗
余
り
も
少
な
く
な
っ
て
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表2　「東崎町分御縄打歩数名寄下調帳」における石高5石以上の家

順位 石　高 畝　歩 住　所 名　前 職　業 役　職 備　　　　考

1 20，692 296．15 本　町 山口弥左衛門 船　問　屋 年　　寄 屋敷2339歩　屋敷が中城町と接している

2 15，694 223．00 田宿町 色川三郎兵衛 醤　油　業 屋敷1504歩　田宿に薬種店あり

3 14，624 200．18 田宿町 横田権右衛門 醤　油　業

4 12，816 160．21 川　口 米屋四郎兵衛 船持　惣代 屋敷1533歩
5 10，732 122．24 南川口 小津屋小右衛門 醤　油　業 屋敷2522歩
6 9，994 157．18 本　町 大塚元吉 問　　　屋 元　名主 屋敷130歩　元吉は元名主甚左衛門の息子

7 9，580 154．24 下東崎 長右衛門 不　　　明 屋敷176歩
8 9，040 123．21 田宿町 大国屋勘兵衛 醤　油　業 屋敷その他本拠は田宿町

9 8，990 134．00 下東崎 傳六 不　　　明 屋敷179歩
10 8，976 148．27 本　町 太田八郎兵衛 不　　　明 屋敷80歩
11 8，488 143．27 中城町 大和屋平兵衛 商　　　業 店は中城町にあり　御用商

12 8，420 130．09 中　町 小野村藤兵衛 不　　　明 屋敷59歩
13 8，194 128．03 中城町 伊勢屋庄三郎 商　　　業 屋敷1000歩
14 7，948 99．21 中城町 塚本屋記右衛門 商　　　業 屋敷1270歩
15 7，414 111．06 川　口 釜屋嘉左衛門 不　　　明 屋敷703歩
16 6，738 107．21 川　口 塚田玖左衛門 不　　　明 屋敷270歩
17 6，336 93．12 中城町 山田屋平七 商　　　業 店は中城町にあり

18 5，992 96．00 下東崎 仁左衛門 不　　　明 屋敷257歩
19 5，886 86．27 下東崎 源左衛門 不　　　明 屋敷126歩
20 5，710 92．18 本　町 中島清兵衛 船　問　屋 年　　寄 屋敷なし

21 5，664 88．15 中　町 小野村庄兵衛 不　　　明 屋敷107歩
22 5，658 79．03 田　町 とんたや三左衛門 不　　　明 屋敷なし

23 5，600 77．18 本　町 内田久兵衛 不　　　明 年　　寄 屋敷300歩
24 5，510 82．18 田　町 まつや源六 不　　　明 屋敷なし

25 5，496 97．18 中城町 和泉屋茂兵衛 商　　　業 店は中城町にあり

26 5，466 54．15 川　口 とさや太平次 不　　　明 屋敷316歩
27 5，448 80．27 南川口 油屋九兵衛 商　　　業 屋敷なし　木綿商

28 5，318 88．09 川　口 伊勢屋治右衛門 不　　　明 屋敷133歩
29 5，224 78．15 中城町 矢口庄七 商　　　業 店は中城町にあり　酒屋

似下参考）

42 3，788 56．12 本　町 久根間新三郎 不　　　明 老農・年寄 屋敷18歩
66 2，650 39．21 中　町 間原平右衛門 正　油　業 年　　寄 屋敷180歩

133 1，214 20．06 本　町 太田甚五兵衛 商　　　業 名　　主 屋敷なし　旅籠又は荒物商
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木塚久仁子【安政期常陸国土浦町における検地】

し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
等
級
ご
と
の
内
訳
を
『
県
方
集
覧
』
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
田
の
反
別
は
一
・
五

倍
、
高
は
一
・
二
四
倍
の
増
、
こ
れ
に
対
し
て
畑
方
屋
敷
は
高
に
し
て
は
六
ニ
ハ
六
倍

と
大
き
く
増
加
し
た
。
寛
永
水
帳
と
比
較
す
る
と
屋
敷
地
の
反
別
は
八
倍
に
も
な
っ

て

い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
総
村
高
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
は
、
石
盛
が
寛
永

検
地

と
比
較
す
る
と
田
方
で
低
く
設
定
さ
れ
て
石
高
が
計
算
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
畑
方
屋
敷
の
石
盛
は
変
わ
ら
な
い
が
、
新
た
に
畑
・
新
屋
敷
と
認
定
さ
れ
た

五
町
八
反
余
に
は
十
と
高
く
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
検
地
終

了
後
の
「
東
崎
町
分
御
縄
打
歩
数
名
寄
下
調
帳
」
に
よ
る
と
（
表
2
）
、

東
崎
町
の
土
地
所
有
上
位
は
船
問
屋
、
醤
油
醸
造
業
者
な
ど
の
新
興
商
人
が
占
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。

③
各
層
の
対
応

　
（
1
）
町
方
の
反
対

　
町
役
人

層
の
検
地
反
対
は
有
利
な
土
地
所
有
が
検
地
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と

を
嫌
悪
し
た
こ
と
、
ま
た
、
享
保
期
以
降
に
新
た
に
形
成
さ
れ
た
新
町
の
屋
敷
持
ち

た
ち
に
と
っ
て
も
、
居
屋
敷
や
店
舗
と
し
て
用
い
て
い
た
畑
や
見
取
畑
を
屋
敷
地
に

認
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
負
担
増
が
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
検
地
反
対
者
の
一
人
色
川
三
中
（
一
八
〇
五
～
五
五
）
は
中
城
町
に
属
す
る
田
宿

町
で
薬
種
業
と
醤
油
醸
造
業
を
営
む
家
に
生
ま
れ
た
。
三
中
は
号
で
、
名
を
英
明
、

通
称
を
桂
助
、
三
郎
兵
衛
と
称
し
た
。
江
戸
城
西
丸
の
醤
油
御
用
を
勤
め
た
色
川
家

で

あ
っ
た
が
三
中
が
生
ま
れ
た
頃
か
ら
家
業
の
不
振
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
三
中

は

若
年
の
頃
か
ら
家
業
の
建
直
し
に
尽
力
し
た
。
天
保
五
年
、
三
中
三
十
三
歳
の
と

き
薬
種
店
の
経
営
は
弟
美
年
に
譲
り
、
自
ら
は
東
崎
町
川
口
に
あ
っ
た
醤
油
蔵
に
住

ま
い
を
移
し
て
醤
油
醸
造
業
に
専
念
し
た
。

　
家
業
の
か
た
わ
ら
に
国
学
を
学
ん
だ
三
中
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
古
典
の
校
合

や

比
較
検
討
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
尊
皇
主
義
の
古
典
解
釈
か
ら
度
量
衡
や
田
制
史

の

研
究
へ
と
転
換
し
た
の
は
、
領
主
の
過
剰
な
年
貢
収
奪
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

い
う
一
点
で
あ
っ
た
と
中
井
信
彦
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
三
中
の
検
地
へ
の
思
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

「
（検
地

は
）
奇
代
の
珍
事
と
い
ふ
べ
し
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

　
　
抑
検
地
し
て
一
同
の
為
に
な
る
と
は
如
何
事
を
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
。
境
界
不
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　

の
故
に
や
あ
ら
ん
、
い
と
い
と
覚
付
ぬ
事
也
、

三
中
の
嘆
き
は
止
ま
ら
な
い
。

　
　
（
筆
・
頭
老
中
阿
部
正
弘
）
又
世
に
噂
す
る
は
土
浦
に
は
検
田
の
こ
と
を
す
る
と
。

　
　

是
必
害
の
元
な
り
、
ゆ
め
さ
る
こ
と
す
べ
か
ら
ず
。
（
中
略
）
一
旦
下
へ
令
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　

し
こ
と
を
止
め
に
は
な
ら
じ
、
い
か
が
と
毎
夜
毎
日
の
談
事
と
云
々
。

東
崎
町
か
ら
検
地
を
願
い
出
る
と
い
う
嘆
願
書
の
提
出
に
際
し
て
、
土
浦
藩
が
検
地

を
百
姓
の
た
め
だ
と
し
て
進
め
る
タ
テ
マ
エ
を
鋭
く
批
判
し
、
一
旦
方
針
を
決
め
る

と
見
直
し
を
し
な
い
と
い
う
藩
の
旧
体
制
を
嘆
い
て
い
る
。

　
検
地
の

下
改
め

を
翌
日
に
控
え
た
嘉
永
七
年
十
月
一
日
、
三
中
は
検
地
に
対
す
る

批

判
と
不
満
を
繰
り
返
し
書
い
て
紙
数
を
重
ね
、
特
に
朋
友
尉
信
が
関
っ
て
検
地
が

遂
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
悲
憤
慷
慨
し
激
烈
な
表
現
を
残
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　

国
家
の
大
害
、
是
よ
り
甚
し
き
は
な
し
。
恐
る
べ
き
こ
と
な
り
、
可
悲
次
第
也
。

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
（
下
野
壬
生
領
の
事
）
是
亦
甚
し
き
国
家
の
害
な
り
。
い
か
に
と
な
れ
ば
新
田

　
　

は
百
姓
の
息
や
す
め
の
所
な
る
を
、
又
お
ひ
ふ
せ
て
そ
こ
を
も
辛
く
と
り
ぬ
れ

　
　

ば
、
開
発
の
事
は
出
来
が
た
く
の
み
な
り
て
、
是
も
農
を
怠
る
の
ひ
と
つ
に
な

　
　
る
故
也
。

友

人
の
高
橋
靭
負
や
弟
子
大
久
保
真
菅
ら
か
ら
下
野
国
壬
生
で
も
検
地
が
行
わ
れ
る

動
き
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
三
中
は
、
新
田
は
百
姓
の
息
休
め
と
い
う
表
現
を
用
い
、

年
貢
を
重
く
し
て
百
姓
の
取
分
を
い
た
ず
ら
に
奪
う
こ
と
は
百
姓
に
農
を
放
棄
さ
せ

る
こ
と
に
な
り
逆
に
領
主
の
財
政
基
盤
を
危
う
く
す
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
。

年
貢
余
剰
分
は
農
民
の
精
励
の
結
果
で
あ
り
、
領
主
の
侵
害
を
許
さ
な
い
と
い
う
三
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（
4
5
）

中
の
主
張
は
東
崎
町
に
居
住
す
る
百
姓
の
一
人
と
し
て
の
不
満
で
あ
る
と
同
時
に
、

自
ら
の
田
制
史
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
三

中
が
若
い
こ
ろ
か
ら
家
族
ぐ
る
み
で
親
交
が
あ
り
学
問
上
も
影
響
を
受
け
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

た
尉
信
に
対
す
る
批
判
は
激
し
さ
を
増
し
、
「
長
嶋
が
田
法
書
は
天
下
の
巨
害
」
と

述

べ

「
翁
（
長
嶋
）
は
我
学
を
天
下
に
用
と
す
。
我
は
い
か
ん
と
も
す
べ
か
ら
ず
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

す
る
と
、
其
意
雲
壌
万
里
の
た
が
ひ
あ
り
」
と
断
言
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
三
中
に
対
し
て
尉
信
は
次
の
よ
う
な
書
状
を
出
し
て
い
る
。

　
　
（
前
略
）
東
崎
の
土
地
改
い
よ
い
よ
役
者
と
り
く
み
、
近
々
ま
く
あ
き
の
仕
く

　
　
み

に
御
座
候
、
い
に
し
へ
よ
り
斯
様
の
事
は
人
の
悦
ば
ぬ
事
に
御
座
候
、
今
は

　
　
悦
ま
じ
く
候
へ
共
、
後
々
は
誰
が
為
と
申
事
も
な
く
、
ど
こ
と
申
事
も
な
く
、

　
　
味
し
れ
ず
し
て
誰
が
為
に
も
よ
ろ
し
と
申
所
へ
き
は
め
を
置
度
候
、
当
座
の
き

　
　

よ
ほ
う
へ
ん
は
古
来
の
常
と
存
候
、
た
“
た
“
私
な
か
ら
ん
様
に
と
の
み
神
々

　
　

神
々
希
事
に
御
座
候
、
此
公
事
の
み
に
無
之
、
何
か
透
無
之
、
乍
去
自
ら
売
り

　
　
候
て

と
申
意
は
更
に
な
く
候
へ
共
、
み
せ
さ
き
雑
と
う
、
つ
ゐ
に
御
無
音
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
成
畏
入
候
、
御
用
捨
可
被
下
候
、
（
後
略
）

尉
信
が
三
中
に
対
し
て
検
地
遂
行
の
決
意
表
明
を
し
た
書
状
で
あ
る
。
検
地
に
際
し

て

無
私
の
心
で
臨
ん
で
い
る
こ
と
を
強
く
三
中
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
と
同
時
に
「
役
者
と
り
く
み
、
近
々
ま
く
あ
き
」
「
み
せ
さ
き
雑
と
う
」
云
々

な
ど
と
い
う
お
ど
け
た
言
い
回
し
か
ら
検
地
役
人
と
し
て
実
務
の
中
心
に
い
る
尉
信

の
、
忙
し
さ
を
歎
き
つ
つ
も
喜
々
と
し
て
任
務
に
励
ん
で
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
三
中
の
尉
信
批
判
は
自
ら
の
日
記
の
中
に
終
始
し
、
面
と
向

か
っ

て

論
争
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
表
立
っ
て
土
浦
藩
を
批
難
し
て

禍
が
家
に
及
ぶ
こ
と
を
避
け
た
の
だ
ろ
う
。

　

同
じ
く
百
姓
の
実
情
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
も
相
容
れ
ず
に
平
行
線
を
た
ど
っ
た
二

人

の
論
理
の
対
立

は
安
政
二
年
六
月
二
十
三
日
、
三
中
の
死
を
以
て
終
わ
り
を
告
げ

た
。
三
中
は
自
ら
の
論
理
と
外
れ
て
検
地
が
刻
々
と
進
行
す
る
状
況
を
病
の
床
で
聞

き
、
失
意
の
う
ち
に
死
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
2
）
内
田
佐
左
衛
門
義
制
（
一
八
〇
六
ー
五
八
）

　
内
田
家
は
代
々
東
崎
町
本
町
に
屋
敷
を
構
え
、
東
崎
町
年
寄
と
問
屋
役
を
勤
め
、

農
間
渡
世
と
し
て
河
岸
問
屋
、
一
時
は
醤
油
醸
造
業
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
佐
左
衛

　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

門
は
そ
の
十
二
代
目
、
謹
は
義
制
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
に
剃
髪
し
て
悔
庵
と

名
乗
っ
た
。
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
、
東
崎
町
に
お
い
て
持
合
金
に
関
わ
る
騒
動

が
起

こ
っ
た
。
凶
作
で
困
窮
す
る
中
、
東
崎
町
が
困
窮
人
に
貸
し
出
す
こ
と
を
目
的

に
貯
蓄
し
て
き
た
持
合
金
が
一
部
の
高
持
や
町
役
人
層
に
よ
っ
て
借
り
出
さ
れ
、
回

収
不
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
佐
左
衛
門
が
糾
弾
し
た
こ
と
が
契
機
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

り
、
土
浦
藩
の
奉
行
所
を
巻
き
込
ん
で
の
騒
ぎ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
混
乱
の
中
、

佐
左
衛
門
は
持
合
金
の
公
正
な
運
用
と
町
政
の
改
革
を
主
張
し
て
騒
ぎ
を
収
拾
し
た
。

し
か
し
、
土
浦
藩
か
ら
は
百
姓
を
扇
動
し
た
と
さ
れ
、
年
寄
を
罷
免
さ
れ
隠
居
を
命

　
　
　
（
5
1
）

じ
ら
れ
た
。

　
次

に
佐
左
衛
門
が
登
場
し
て
く
る
の
は
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
十
月
、
常
州
新

治
・
筑
波
両
郡
に
わ
た
る
小
田
・
藤
沢
・
中
村
宿
他
七
十
六
ヶ
村
組
合
五
万
五
百
八

石
余
の
寄
場
組
合
の
大
惣
代
四
名
か
ら
、
関
東
取
締
出
役
の
道
案
内
に
推
挙
さ
れ
て

就
任
し
た
こ
と
に
よ
る
。
道
案
内
と
は
「
御
取
締
筋
御
用
二
付
御
召
捕
も
の
其
外
内

　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

探
御
手
向
等
之
節
」
に
関
東
取
締
出
役
の
下
で
働
く
者
で
あ
る
。
通
常
、
道
案
内
と

し
て
博
徒
や
侠
客
の
類
が
ま
さ
に
二
足
の
草
鮭
を
穿
い
て
就
任
す
る
こ
と
が
多
く
、

佐
左
衛
門
の
よ
う
に
町
役
人
の
経
験
者
が
な
る
の
は
珍
し
い
。

　
佐
左
衛
門
が
道
案
内
に
就
任
し
た
時
期
、
同
じ
く
関
東
取
締
出
役
の
道
案
内
で
博

徒
の
飯
岡
助
五
郎
が
博
徒
笹
川
繁
蔵
と
対
立
し
て
い
た
。
助
五
郎
が
繁
蔵
を
暗
殺
す

る
と
繁
蔵
の
子
分
で
あ
っ
た
勢
力
富
五
郎
が
助
五
郎
を
つ
け
ね
ら
い
、
助
五
郎
の
背

後
に
い
た
関
東
取
締
出
役
と
も
敵
対
し
鉄
砲
や
長
脇
差
、
槍
で
武
装
し
て
東
総
で
暴

れ
ま
わ
っ
た
。

　
嘉
永
二
年
三
月
か
ら
始
ま
っ
た
勢
力
一
味
の
捕
縛
に
際
し
、
佐
左
衛
門
は
土
浦
か

ら
手
下
数
名
を
連
れ
て
下
総
国
へ
出
向
き
、
手
下
の
ひ
と
り
小
田
村
の
源
助
を
殺
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

れ

な
が
ら
も
勢
力
を
万
歳
山
に
追
い
詰
め
て
自
決
さ
せ
る
と
い
う
活
躍
を
遂
げ
た
。
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佐
左
衛
門
の
働
き
ぶ
り
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
関
東
取
締
出
役
は
、
同
じ
く
東
総

で

百
姓
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
大
原
幽
学
の
探
索
を
佐
左
衛
門
に
命
じ
た
。
嘉
永

四

年
五
月
、
佐
左
衛
門
は
香
取
郡
長
部
村
ま
で
幽
学
を
訪
ね
、
そ
の
結
果
幽
学
の
活

動
に
な
ん
ら
問
題
が
な
い
と
関
東
取
締
出
役
に
報
告
す
る
。
し
か
し
、
幽
学
を
捕
縛

し
た
い
一
心
の
関
東
取
締
出
役
は
繰
り
返
し
探
索
を
佐
左
衛
門
に
命
じ
た
。
結
局
、

嘉
永
五
年
四
月
、
佐
左
衛
門
の
手
下
の
ひ
と
り
で
常
陸
国
新
治
郡
牛
渡
村
の
忠
左
衛

門
が
幽
学
に
入
門
し
よ
う
と
し
た
改
心
楼
乱
入
事
件
が
発
端
と
な
っ
て
江
戸
訴
訟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

ま
で
発
展
、
訴
訟
は
長
期
に
わ
た
り
最
終
的
に
幽
学
は
自
決
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
幽
学
に
落
ち
度
は
な
い
と
主
張
す
る
佐
左
衛
門
と
関
東
取
締
出
役
の
間
で
問
答
が

繰

り
返
さ
れ
る
最
中
の
嘉
永
五
年
二
月
、
佐
左
衛
門
は
突
然
剃
髪
し
て
「
悔
庵
」
と

名
乗
り
、
三
月
に
は
出
家
と
病
を
理
由
に
道
案
内
役
を
返
上
し
幽
学
の
探
索
か
ら
手

を
引
い
て
し
ま
う
。

　

幽
学
の
事
件
が
落
着
し
た
後
の
嘉
永
六
年
、
牛
渡
村
で
醤
油
醸
造
業
を
営
む
矢
助

が
家
賃
の
支
払
を
求
め
て
土
浦
の
常
七
ら
を
訴
え
た
。
佐
左
衛
門
は
、
訴
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

常
七

ら
側
に
つ
い
て
牛
渡
村
ま
で
掛
け
合
い
に
行
っ
て
い
る
。
牛
渡
村
は
先
の
改
心

楼
乱
入
事
件

を
実
際
に
起
こ
し
た
忠
左
衛
門
の
住
む
村
で
あ
り
、
佐
左
衛
門
は
手
下

の

い

る
こ
の
村
に
特
別
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
の
佐
左

衛
門
の
肩
書
き
は
「
本
町
年
寄
見
習
久
兵
衛
父
」
で
あ
る
。
既
に
道
案
内
で
も
な
け

れ
ば
町

役
人
で
も
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
訴
訟
の
内
済
の
た
め
に
動
い
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

　
佐
左
衛
門
は
小
前
の
利
害
を
代
弁
で
き
る
程
文
筆
に
た
け
、
弁
舌
も
巧
み
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
町
年
寄
の
家
柄
で
あ
り
な
が
ら
小
前
の
側
に
た
ち
町
役
人
の
み
な

ら
ず
、
領
主
に
も
主
義
を
曲
げ
な
い
と
い
う
気
概
を
も
っ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な

い

か
。
ま
た
、
時
に
は
危
険
な
目
に
合
い
な
が
ら
も
佐
左
衛
門
に
つ
い
て
い
く
手
下

が
霞
ヶ
浦
に
よ
る
水
運
を
背
景
と
し
て
広
範
囲
に
広
が
っ
て
い
た
。
佐
左
衛
門
は
港

町
土
浦
の
顔
役
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
守
備
範
囲
は
広
く
居
住
す
る
城
下
町
土
浦
や

藩
領
に
は
収
ま
ら
な
い
。
町
年
寄
か
ら
幕
府
御
用
へ
、
そ
し
て
次
項
で
述
べ
る
よ
う

に
再
び
東
崎
町
分
の
名
主
格
へ
と
軽
々
と
転
身
し
て
い
く
姿
は
藩
や
幕
府
と
い
っ
た

支
配
領
域
さ
え
も
越
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
佐
左
衛
門
が
幽
学
の
探
索
か
ら
手
を
引
い
た
理
由
を
あ
え
て
憶
測

す
る
な
ら
ば
、
佐
左
衛
門
は
関
東
地
方
の
村
々
を
荒
ら
し
た
博
徒
勢
力
と
違
い
百
姓

を
教
導
せ
ん
と
す
る
幽
学
と
い
う
人
物
の
あ
り
方
に
何
が
し
か
の
共
感
を
覚
え
捕
縛

す
る
こ
と
を
是
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
左
衛
門
は
関
東
取
締
出
役

の

道
案
内
と
い
う
立
場
と
百
姓
の
側
に
い
る
幽
学
と
の
板
挟
み
に
な
り
、
ひ
と
つ
の

逃
げ
口
と
し
て
剃
髪
、
辞
任
と
い
う
道
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
は
現
実

的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
3
）
検
地
と
佐
左
衛
門

　
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
四
月
十
九
日
、
佐
左
衛
門
は
土
浦
藩
か
ら
「
縄
中
名
主

（5
6
）

格
」
を
命
じ
ら
れ
、
尉
信
に
従
っ
て
検
地
の
現
場
へ
出
る
こ
と
と
な
っ
た
。
関
東
取

締

出
役
の
道
案
内
を
退
い
て
わ
ず
か
二
年
余
、
持
合
金
一
件
で
佐
左
衛
門
を
罷
免
し

た
土
浦
藩
は
、
今
回
は
検
地
に
対
し
て
反
論
す
る
町
方
を
佐
左
衛
門
の
統
率
力
で
押

さ
え
、
ま
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
佐
左
衛
門
は
再
び
土
浦
藩
の
役
に

つ

い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
「
安
政
度
　
御
地
詰
野
場
日
記
」
に
は
裏
表
紙
に
「
悔
庵
」
と
署
名
が
あ
り
、
検

地
の
進
行
状
況
と
測
量
値
、
図
面
な
ど
が
佐
左
衛
門
の
強
い
癖
の
あ
る
文
字
で
綴
ら

れ
て

い

る
。
最
初
の
丁
に
は
嘉
永
七
年
四
月
十
九
日
町
方
の
分
担
が
「
御
宿
　
太
田

甚
五
兵
衛
殿
、
御
宿
書
番
　
九
兵
衛
殿
、
野
場
先
書
番
　
清
兵
衛
殿
、
平
右
衛
門
殿
、

佐
左
衛
門
」
と
決
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の

町
役
人
ら
が
藩
に
よ
っ
て
次
々
と
罷
免
さ
れ
る
な
か
、
佐
左
衛
門
だ
け
は
野
場
先
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

番
と
し
て
尉
信
と
共
に
検
地
の
現
場
へ
出
勤
し
た
。
「
御
縄
打
歩
数
御
改
帳
之
写
」
を

作
製
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
場
で
の
測
量
値
を
基
礎
に
し
た
複
雑
な
計
算
さ
え
も

理
解
し
て
い
る
。

　
佐
左
衛
門
が
検
地
の
推
進
側
に
ま
わ
っ
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
佐
左
衛
門
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ほ

ど
の
人
物
が
検
地
推
進
側
に
立
っ
た
の
は
検
地
を
施
行
す
べ
き
と
い
う
尉
信
の
論

理

を
充
分
に
理
解
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
佐
左
衛
門
は
町
役

人

と
し
て
困
窮
人
の
姿
を
知
り
、
ま
た
顔
役
と
し
て
い
く
つ
も
の
争
い
や
訴
訟
事
の

現
場
に
立
ち
合
う
な
か
で
、
小
前
の
実
情
を
知
り
尽
し
て
お
り
、
検
地
が
尉
信
が
主

張
す
る
よ
う
に
最
終
的
に
は
小
前
の
た
め
に
な
る
と
判
断
し
て
積
極
的
に
協
力
し
て

い

っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
佐
左
衛
門
家
も
東
崎
町
で
高
五
石
余
り
、
七
反
七
畝
余
を
所
有
し
て
い
た
。
屋
敷

は
三
百
歩
、
借
家
も
所
有
す
る
。
山
口
家
や
色
川
家
ほ
ど
の
大
高
持
ち
で
は
な
い
が

検
地

は
家
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐

左
衛

門
は
家
の
論
理
を
越
え
て
小
前
の
た
め
に
な
る
検
地
を
肯
定
し
た
の
で
は
な
い

だ

ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
佐
左
衛
門
の
あ
り
方
は
町
年
寄
を
罷
免
さ
れ
て
も
持
合
金

の
再
分
配

を
主
張
し
た
天
保
八
年
の
一
件
の
時
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
佐
左

衛

門
の
あ
り
方
か
ら
持
合
金
一
件
を
再
考
す
る
と
き
、
そ
の
原
因
を
人
馬
賃
銭
や
町

方
入
用
等
を
め
ぐ
る
上
層
町
人
間
の
対
立
だ
け
で
は
証
明
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。

　
元

よ
り
佐
左
衛
門
に
は
文
化
的
な
素
養
が
あ
り
、
関
東
取
締
出
役
か
ら
の
報
償
金

な
ど
も
書
物
の
購
入
に
充
て
、
内
田
文
庫
と
も
呼
ぶ
べ
き
蔵
書
群
を
有
し
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
書
籍
の
収
集
の
み
な
ら
ず
、
雅
語
も
巧
み
に
使
い
こ
な
し

　
　
（
6
0
）

て

い

た
。
家
譜
に
よ
れ
ば
佐
左
衛
門
の
祖
父
に
あ
た
る
久
右
衛
門
休
全
が
家
業
の
か

た
わ
ら
に
国
学
を
学
ん
で
お
り
、
佐
左
衛
門
の
教
養
は
内
田
家
代
々
が
育
ん
で
き
た

も
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
佐
左
衛
門
の
和
歌
や
句
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
い

が
、
神
龍
寺
に
あ
る
佐
左
衛
門
の
墓
石
に
も
、
そ
れ
に
並
ぶ
妻
の
墓
に
も
そ
れ
ぞ
れ

の

辞
世
の
句
が
刻
ま
れ
内
田
家
の
風
雅
の
嗜
み
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
時
期
土

浦
町
で
は
色
川
三
中
や
入
江
善
兵
衛
、
山
口
弥
左
衛
門
、
川
田
幸
枝
ら
町
役
人
や
商

人
が
中
心
と
な
り
、
時
に
は
同
好
の
土
浦
藩
士
ら
も
交
え
て
和
歌
や
漢
詩
、
蒙
刻
な

ど
を
楽
し
ん
で
い
た
。
佐
左
衛
門
も
こ
れ
ら
マ
チ
の
知
識
人
の
一
人
に
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
佐
左
衛
門
は
尉
信
と
二
人
三
脚
で
行
っ
た
検
地
を
通
し
て
農
政
や
度
量
衡
に
関
わ

る
関
心
を
高
め
、
着
実
に
知
識
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
内
田
家
文
書
に
は
「
東
崎
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

分
御
領
地
田
畑
屋
敷
絵
図
面
」
や
「
中
城
町
田
宿
町
家
敷
田
畠
大
概
を
御
案
内
申
上

　
　
（
6
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

候
書
付
」
、
「
愚
吐
々
々
志
　
乾
坤
」
な
ど
尉
信
が
記
し
た
文
献
の
写
本
が
多
数
含
ま

れ
て

い

る
。
検
地
に
直
接
関
る
文
献
類
が
多
い
が
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
4
）

「
末
広
御
備
分
間
歩
詰
図
」
は
土
浦
城
の
縄
張
り
、
つ
ま
り
土
浦
城
築
城
当
時
の
城

下

町
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
尉
信
が
実
地
測
量
に
基
づ
い
て
考
察
を
加
え
た
も
の
で
、
い

わ

ば

尉
信
の
学
問
の
成
果
で
あ
り
、
ま
た
土
浦
藩
に
と
っ
て
は
機
密
情
報
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
尉
信
も
佐
左
衛
門
も
そ
れ
ぞ
れ
が
藤
岡
観
瀾
が
書
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

測
量
書
『
渾
発
量
地
速
成
』
の
弘
化
三
年
版
を
蔵
し
て
い
た
。
偶
然
同
じ
も
の
を
手

に
入
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
尉
信
が
推
薦
し
佐
左
衛
門
が
入
手
し
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
例
を
含
め
、
尉
信
が
著
し
た
も
の
の
写
本
類
が
内

田
家
文
書
の
中
に
豊
富
に
伝
来
す
る
の
は
、
検
地
の
現
場
で
の
共
同
作
業
を
経
て
、

尉
信
と
の
深
い
信
頼
関
係
が
短
期
間
の
内
に
育
ま
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
佐
左
衛
門
は
検
地
の
結
果
作
成
さ
れ
た
検
地
帳
は
元
よ
り
、
文
禄
、
寛
永
期
の
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

地

帳
な
ど
も
筆
写
し
て
い
る
。
実
地
で
の
経
験
と
尉
信
か
ら
の
知
識
に
よ
り
、
佐
左

衛
門
本
人
が
東
崎
町
と
そ
の
周
辺
の
成
り
立
ち
や
歴
史
に
深
い
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
軌
跡
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に
1
安
政
期
検
地
の
意
義
と
佐
左
衛
門
の
論
理
の
貫
徹

　
非
常
に
雑
駁
で
あ
っ
た
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
土

浦
藩
で
は
町
地
が
拡
大
し
、
初
期
検
地
以
降
変
化
の
著
し
い
町
地
か
ら
の
年
貢

収
奪
を
強
化
す
る
経
済
政
策
と
し
て
、
抵
抗
す
る
町
役
人
ら
を
処
罰
し
な
が
ら
検
地

を
断
行
し
た
。
最
初
に
行
わ
れ
た
東
崎
町
で
は
最
終
的
に
高
の
変
更
は
ほ
と
ん
ど
な

か

っ

た
が
、
屋
敷
や
店
舗
と
し
て
商
人
ら
に
活
用
さ
れ
て
い
た
田
畑
が
新
た
に
屋
敷

地
に

認
定
さ
れ
た
た
め
屋
敷
地
の
反
別
が
格
段
に
増
加
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
有
利
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な
土
地
所
有
を
し
て
い
た
商
人
層
の
負
担
は
増
大
し
た
。

　

こ
の
検
地
を
土
浦
藩
士
と
し
て
監
督
し
た
の
が
農
政
家
長
嶋
尉
信
で
あ
る
。
尉
信

は

小

田
在
村
中
か
ら
色
川
三
中
と
国
学
の
研
究
を
通
じ
て
親
交
が
あ
っ
た
が
、
お
の

お
の
の
田
制
研
究
に
基
づ
く
検
地
に
対
し
て
の
論
理
は
、
同
じ
く
百
姓
の
実
情
を
知

り
な
が
ら
正
反
対
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
尉
信

と
共
に
検
地
の
遂
行
を
助
け
た
内
田
佐
左
衛
門
は
、
城
下
町
土
浦
の
文
化
人

の
一
人
で
あ
り
、
か
つ
、
関
東
取
締
出
役
の
道
案
内
と
し
て
も
活
躍
で
き
る
ほ
ど
の

人
望

と
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
た
い
わ
ば
マ
チ
の
顔
役
で
あ
っ
た
。
町
の
商
人

や

高
持
層
ら
が
検
地
に
反
対
す
る
な
か
、
佐
左
衛
門
は
自
ら
も
高
持
の
ひ
と
り
で
あ

り
な
が
ら
検
地
は
小
前
の
た
め
に
な
る
と
い
う
尉
信
の
論
理
に
共
感
し
て
検
地
の
現

場
を
支
え
た
。
領
主
や
家
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
論
理
を
貫
徹
し
え
た

人

物
が
幕
末
の
城
下
町
土
浦
に
お
い
て
育
ま
れ
て
い
た
と
い
う
ひ
と
つ
の
証
左
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
後
も
事
例
を
重
ね
て
検

討

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
、
諸
学
の
ご
教
示
、
ご
叱
正
を
賜
り
た

い
。

註（
1
）
　
『
土
浦
市
史
』
（
］
九
七
五
年
）
に
は
「
安
政
二
年
十
一
月
、
中
城
・
東
崎
間
の
境
界
争
い

　
　
に
尉
信
が
総
轄
と
な
っ
て
境
界
線
の
測
量
を
行
っ
た
」
と
あ
る
。

（
2
）
　
土
浦
郷
東
崎
分
が
東
崎
町
に
、
中
城
分
が
中
城
町
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
「
常
州
土
浦
東

　
　
崎
町
」
「
土
浦
中
城
町
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
両
町
は
行
政
的
に
は
別
扱
い
で
あ
る
。
ま
た
、
中

　
　
城
町
に
は
商
人
が
多
く
、
霞
ケ
浦
に
面
し
て
広
い
地
先
を
有
す
る
東
崎
町
に
は
漁
携
就
労
者

　
　
が
多
い
な
ど
町
の
構
成
員
に
も
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
。

（
3
）
　
筑
波
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
筑
波
町
史
史
料
集
　
第
三
篇
　
お
た
ま
き
』
（
一
九
八
〇
年
）

　
　
一
二
四
頁

（
4
）
　
土
浦
市
史
編
集
資
料
『
村
明
細
帳
』

（
5
）
　
茨
城
県
史
編
集
委
員
会
『
茨
城
県
史
　
近
世
編
』
五
六
八
頁

（
6
）
　
木
塚
久
仁
子
「
『
土
屋
蔵
帳
』
と
土
屋
家
の
茶
の
湯
」
（
常
総
の
歴
史
第
十
五
号
　
一
九
九

　
　
五
年
）

（
7
）
　
諸
士
年
譜
（
土
浦
市
並
木
　
安
藤
家
文
書
）

（
8
）
　
望
月
茂
『
藤
森
天
山
』
（
一
九
三
六
年
　
藤
森
天
山
先
生
顕
彰
会
）

（
9
）
　
長
野
ひ
ろ
子
『
幕
藩
制
国
家
の
経
済
構
造
』
第
一
篇
第
三
章
「
水
戸
藩
天
保
検
地
の
歴
史

　
　
的
位
置
」
（
吉
川
弘
文
館
）
、
『
水
戸
市
史
』

（
1
0
）
　
前
出
長
野
論
文

（
1
1
）
　
前
出
「
諸
士
年
譜
」
「
長
嶋
二
左
衛
」
の
項
。

（
1
2
）
　
中
井
信
彦
校
注
『
片
葉
雑
記
　
色
川
三
中
黒
船
風
聞
日
記
』
（
一
九
八
六
年
、
慶
友
社
）

（
1
3
）
　
前
出
「
諸
士
年
譜
」

（
1
4
）
　
前
出
「
諸
士
年
譜
」
「
長
嶋
二
左
衛
」
の
項
。

（
1
5
）
　
中
井
信
彦
『
色
川
三
中
の
研
究
　
伝
記
篇
』
（
一
九
八
八
年
、
塙
書
房
）
二
百
九
十
頁

（
1
6
）
　
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
長
嶋
家
文
書
六
二
七

（
1
7
）
　
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
長
嶋
家
文
書
五
一
九

（
1
8
）
　
土
浦
市
立
博
物
館
蔵
内
田
家
文
書
「
東
崎
町
分
嘆
願
状
」
、
縦
帳
形
式
。
添
削
の
跡
が
見
ら

　
　
れ
、
下
書
き
と
思
わ
れ
る
。

（
1
9
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
五
年
十
二
月
の
項
。

（
2
0
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
六
年
十
二
月
二
十
六
日
の
項
。

（
2
1
）
　
土
浦
市
立
博
物
館
所
蔵
内
田
家
文
書
九
八
「
安
政
度
御
地
詰
野
場
日
記
」
が
こ
の
日
か
ら

　
　
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
こ
の
と
き
、
党
之
助
は
十
七
歳
、
尉
信
と
共
に
検
地
を
担
当
し
た
。
尉
信
は
の
ち
に
孫
娘

　
　
を
沢
辺
免
之
助
に
嫁
が
せ
て
お
り
、
土
浦
藩
に
お
い
て
田
制
学
を
受
け
継
い
だ
。
尉
信
は
土

　
　
浦
藩
を
隠
居
す
る
に
際
し
て
党
之
助
の
弟
信
之
助
を
後
嗣
と
し
て
い
る
。

（
2
3
）
　
前
出
「
安
政
度
御
地
詰
野
場
日
記
」

（
2
4
）
　
元
禄
か
ら
正
徳
期
に
か
け
て
の
中
城
町
の
御
用
留
（
土
浦
市
中
央
石
塚
英
岳
家
文
書
）
に

　
　
よ
る
。

（
2
5
）
　
前
出
「
安
政
度
御
地
詰
野
場
日
記
」

（
2
6
）
　
内
田
家
文
書
一
九
「
東
崎
中
城
両
町
之
者
へ
申
渡
書
」

（
2
7
）
　
東
崎
・
中
城
町
に
お
け
る
防
火
の
た
め
の
自
治
組
織
と
思
わ
れ
る
が
定
か
で
な
い
。
天
保

　
　
八
年
の
持
合
金
騒
動
に
お
い
て
各
町
内
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

（
2
8
）
　
内
田
家
文
書
九
九
「
差
上
申
御
請
一
札
之
事
（
土
地
境
界
改
め
に
つ
き
）
」

（
2
9
）
　
前
出
「
安
政
度
御
地
詰
野
場
日
記
」

（
3
0
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
七
年
閏
七
月
四
日
の
項
。

（
3
1
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
七
年
七
月
九
日
の
項
。

（
3
2
）
　
前
出
「
安
政
度
御
地
詰
野
場
日
記
」

（
3
3
）
　
『
片
葉
雑
記
』
安
政
二
年
三
月
二
十
五
日
の
項
。

（
3
4
）
　
前
出
「
諸
士
年
譜
」
長
嶋
二
左
衛
の
項
。

（
3
5
）
　
前
出
「
安
政
度
御
地
詰
野
場
日
記
」
、
「
内
田
家
譜
録
　
全
」
に
は
「
安
政
度
御
領
主
ノ
命
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ヲ
奉
ジ
土
地
縄
入
之
節
藩
士
長
嶋
二
左
衛
ト
共
二
与
ツ
テ
カ
ア
リ
、
毎
年
御
蔵
米
十
五
俵
ヲ

　
　
賜
ハ
ル
」
と
あ
る
。

（
3
6
）
　
検
地
帳
受
取
り
の
署
名
は
「
年
寄
　
中
嶋
清
兵
衛
、
同
内
田
久
兵
衛
、
名
主
代
月
番
　
平

　
　
右
衛
門
、
老
農
佐
左
衛
門
、
同
新
三
郎
」
と
あ
る
。

（
3
7
）
　
前
出
内
田
家
文
書
一
〇
一
。
全
六
冊
で
、
「
五
冊
之
内
一
」
か
ら
「
五
冊
之
内
三
」
ま
で
が

　
　
「
新
治
郡
東
崎
田
畑
改
正
地
詰
水
帳
」
。
「
四
之
一
」
が
「
中
城
よ
り
東
崎
江
入
替
田
方
地
詰
水

　
　
帳
」
、
「
四
之
二
」
が
「
土
浦
東
崎
御
城
廻
り
田
畑
明
屋
敷
帳
」
。
こ
れ
に
「
新
治
郡
東
崎
見
取

　
　
田
畑
水
帳
」
が
付
属
す
る
。

（
3
8
）
　
土
浦
市
史
編
纂
資
料
第
二
二
集
『
県
方
集
覧
』

（
3
9
）
　
三
中
に
つ
い
て
の
研
究
は
前
出
の
中
井
信
彦
氏
の
業
績
が
大
き
い
。

（
4
0
）
　
前
出
『
色
川
三
中
の
研
究
　
伝
記
篇
』

（
4
1
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
六
年
十
一
月
二
十
二
日
の
項
。

（
4
2
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
六
年
十
二
月
二
十
六
日
の
項
。

（
4
3
）
　
『
片
葉
雑
記
』
安
政
元
年
十
二
月
二
十
四
日
の
項
。

（
4
4
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
七
年
十
月
一
日
の
項
。

（
4
5
）
　
前
出
『
色
川
三
中
の
研
究
　
伝
記
篇
』
三
三
六
頁

（
4
6
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
七
年
十
月
二
日
の
項
。

（
4
7
）
　
土
浦
市
立
博
物
館
色
川
文
庫
「
野
中
廼
清
水
」

（
4
8
）
　
『
片
葉
雑
記
』

（
4
9
）
　
土
浦
市
立
博
物
館
内
田
家
文
書
四
五
九
「
内
田
家
譜
録
　
全
」

（
5
0
）
　
白
川
部
達
夫
「
天
保
期
に
お
け
る
一
城
下
町
の
動
向
－
土
浦
東
崎
町
持
合
金
一
件
を
め
ぐ
っ

　
　
て
」
（
『
近
世
の
都
市
と
在
郷
商
人
』
厳
南
堂
書
店
　
一
九
七
九
）

（
5
1
）
　
前
出
「
内
田
家
譜
録
　
全
」
の
「
十
二
代
悔
庵
知
改
居
士
」
の
項
に
は
「
勤
務
中
故
有
テ

　
　
居
屋
敷
上
地

被
仰
付
家
族
構
ヒ
無
シ
ノ
御
沙
汰
ヲ
蒙
ル
」
と
あ
り
、
年
寄
役
の
罷
免
の
み
な

　
　
ら
ず
、
一
時
的
に
は
居
屋
敷
も
没
収
さ
れ
る
重
い
処
罰
を
受
け
た
。

（
5
2
）
　
土
浦
市
立
博
物
館
蔵
内
田
家
文
書
「
節
用
堂
秘
集
」
の
最
初
に
佐
左
衛
門
を
道
案
内
へ
の

　
　
推
薦
書
の
写
し
が
あ
る
。

（
5
3
）
　
高
橋
敏
『
近
代
史
の
な
か
の
教
育
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
九
九
年
）

　
　
高
橋
敏
「
大
原
幽
学
と
改
心
楼
乱
入
事
件
！
「
牛
渡
村
一
件
」
の
真
相
」
（
『
幕
末
維
新
の
社

　
　
会
と
思
想
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
九
年
）

（
5
4
）
　
前
出
「
大
原
幽
学
と
改
心
楼
乱
入
事
件
1
「
牛
渡
村
一
件
」
の
真
相
」

（
5
5
）
　
土
浦
市
立
博
物
館
蔵
内
田
家
文
書
「
節
用
堂
秘
集
」

（
5
6
）
　
『
片
葉
雑
記
』
嘉
永
七
年
四
月
十
九
日
の
項
。

　
　
　
　
　
今

日
東
崎
分
検
地
初
る
。
内
田
佐
左
衛
門
縄
中
名
主
格
被
申
付
る
云
々

（
5
7
）
　
内
田
家
文
書
「
野
場
日
記
」
に
は
「
悔
庵
」
と
署
名
が
あ
る
。

（
5
8
）
　
内
田
家
文
書
一
〇
〇
、
安
政
元
年
十
二
月
の
日
付
が
あ
り
、
「
佐
左
衛
門
義
制
」
と
署
名
が

　
　
あ
る
。

（
5
9
）
　
前
出
『
近
代
史
の
中
の
教
育
』

（
6
0
）
　
「
江
戸
砂
子
温
故
名
跡
志
抜
書
」
（
内
田
家
文
書
七
〇
）
は
佐
左
衛
門
が
筆
写
し
た
も
の
で

　
　
あ
る
が
、
文
末
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

此
書

は
享
保
十
七
と
い
ふ
年
仲
夏
、
菊
岡
南
倦
斎
沽
涼
と
い
え
る
人
か
か
れ
て
後
の
世

　
　
　
　
に
残
さ
れ
た
る
を
、
こ
の
月
の
始
も
て
き
て
余
に
し
め
す
人
の
侍
り
け
る
ま
ま
書
残
さ

　
　
　

ま
し
内
も
て
か
ひ
ら
る
を
か
し
つ
き
侍
り
て
、
余
か
座
右
の
も
て
遊
ひ
と
な
し
畢
ぬ

　
　
　
　
　

天
保
九

と
い
ふ
文
月
　
常
陽
土
浦
の
大
城
の
も
と
に
す
め
る
　
養
拙
庵
義
制
写
す

　
　
古
典
に
触
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
色
川
三
中
も
雅
語
を
巧
み
に
使
い
こ
な
す
ま
で
に
は
訓
練

　
　
を
積
ん
だ
ら
し
く
、
二
十
代
の
頃
の
日
記
に
は
た
び
た
び
朱
筆
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
6
1
）
　
内
田
家
文
書
一
〇
六

（
6
2
）
　
内
田
家
文
書
二
三
八
　
寅
（
安
政
元
年
）
四
月
の
日
付

（
6
3
）
内
田
家
文
書
二
一
七
　
「
三
村
山
人
（
尉
信
の
別
号
）
」
の
署
名
。

（
6
4
）
　
内
田
家
文
書
二
四
二

（
6
5
）
　
そ
れ
ぞ
れ
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
長
嶋
照
子
家
寄
贈
史
料
三
九
九
と
土
浦
市
立
博
物
館
所

　
　
蔵
内
田
家
文
書
七
四
に
現
存
す
る
。

（
6
6
）
　
内
田
家
文
書
＝
七
　
安
政
三
年
五
月
「
新
治
郡
東
崎
田
畑
改
正
地
詰
水
帳
」
佐
左
衛
門

　
　
義
制
写

　
　
　
内
田
家
文
書
二
三
一
　
（
安
政
四
年
）
「
文
禄
四
年
御
縄
打
帳
之
写
」
佐
左
衛
門

　
　
　
内
田
家
文
書
一
二
三
　
安
政
四
年
三
月
「
寛
永
六
年
　
寛
永
七
年
御
縄
打
帳
写
」
内
田
佐

　
　
左
衛
門
義
制
写
　
な
ど
が
あ
る
。

（土
浦
市
立
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇
三
年
五
月
二
十
三
日
受
付
、
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
審
査
終
了
）
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Taxation　Sllrveys　Ca㎡ed　out　in　Tsuchiura・machi，　Hitachi　Province　at　tlle　End　of

the　Edo　Pe亘od：Tlleir　History　and　Signi血cance

KIzuKA　Kuniko

This　paper　introdllces　taxation　surveys　that　were　carried　out　in　Tsuchiura－machi，　Niihari－gun，　Hitachi　Province

during　1855．　These　surveys　were　canied　out　by　the　Tsuchiura丘ef　despite　opposition　from　local　inhabitants

at　the　end　of　the　Edo　Period　as　a　means　of　increasing　tax　revenues　to　supplement　the　poor　state　of　the

丘efs丘nances．

P頑cular　a杭ention　is　given　to　three　indMduals　involved　in也ese区ation　suweys．　One　of血em，　IRO㎜

Minaka（1805－1855）was　bom　into　a　merchant　family　in　Tsuchiura．　He　was　a　devoted　student　of　Kokugaku　or

Japanese　classics，　with　a　particular　interest　in　the　art　of　surveying，　the　rice五eld　system　and　ancient　measuring

instruments．　This　interest　was　sparked　by　moves　to　conduct　taxation　surveys　in　the　village　where　he　lived　and

was　motivated　by　his　desire　to　prove　that　the　taxation　surveys　were　unjust．

　　　Minaka’s　friend　NAGASHIMA　Yasunobu（1780－1867）leamt　survey　techniques　and　studied　the　almanac　at

the　Edo　capi白l　even　though　he　was廿om　a　f㎜ing　f㎜ily　in　Oda曲ge，　Niih訂i一即n　in　Hi已chi　Pro司nce　that

was　under　the　control　of　the　Tsuchiura　fief．　Earning　recognition　for　his　study　of　the　rice　field　system，　he　was

employed　by　the　Mito丘ef　in　1839．　In　1843　he　bec㎜e　an　of丘cial　under　the　employ　of　the　Tsuchiura五ef　and　in

1852he　played　a　cen仕al　role　as孤面cial　engaged　in　the　refo㎜of　land　dis仕ibu60n　in　Tbzaki－machi　that　put

him　in　charge　of　the　taxation　surveys　undertaken　in　both　Tozaki－machi　and　Nakajo－machi．

　　　The　third　person　is　UCHIDA　Sazaemon（1806－1858），　who　was　born　into　a　family　that　had　been　merchants

and　to㎜elders　in　Tozaki－machi　for　many　generations．　In　1837　he　came　into　con且ic而th　the　to㎜elite　when

he　sided岨th也e　ten㎝t　f㎜ers　du血g　an　upro訂conceming　shared血nds　in　Tsuchiura，　whereupon　he　was

dismissed　by　the　town　of丘cials．　After　he　left　this　job　he　worked　as　a　guide　for　the　Kanto　authorities，　and　work－

ing　together　with　NAGASHIMA　Yasunobu　on　taxation　surveys　he　became　a　key　player　working　behind　the

scenes　of　the　taxation　surveys．

　　　The　responses　and　beliefs　of　these　three　inhabitants　of　Tsuchiura　during　the　s㎜e　period　were　based　on

each　of　their　lives　and　ways　of　thinldng．　In　the　case　of　UCHIDA　Sazaemon　in　particular，　his　roles　in　the　uproar

over　the　shared　funds　and　as　a　guide　for　the　Kanto　authodties　was　followed　by　his　third　appearance　in　the

pages　of　local　history　due　to　his　involvement　in　the　taxation　surveys，　maldng　him　the　embodiment　of　an　influ－

ential　man　hailing　from　Tsuchiura．
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